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原子力事業者防災業務計画の修正（案）について 

 
福島第一，福島第二および柏崎刈羽原子力発電所 原子力事業者防災業務計画について

以下の通り修正する。 
 
１．オンサイト医療活動の反映 

オンサイト医療活動として，公益財団法人原子力安全研究協会を含む医療関係団体と

の連携を反映。なお，福島第一は救急医療室が整備され医師および関係者が２４時間常

駐しており医療体制が充実していることから現行の医療体制を反映。（第２章第８節，

第４章第２節） 

 

２．緊急時モニタリングセンター等への派遣要員数の変更 

緊急時モニタリングセンター及びオフサイトセンターへの派遣要員数の見直し結果の

反映。（別表２－４－１，３－２，４） 

 

３．事業所外運搬 EAL（XSE61,XGE61）の記載適正化 

事業所外運搬 EAL『事業所外運搬での放射線量率の上昇（異常上昇）』について『原

子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事

象等に関する命令』に合わせた記載に修正。（別表２－２，２－３） 

 

４．周辺監視区域の変更に伴う見直し【福島第一のみ】 

福島第一原子力発電所の周辺監視区域が変更になったことから関連する構内図を修

正。（別図２－１０，２－１１，２－１２） 

 

５．前回届出以降に提出した連絡文書（読み替え）の反映 

福島第一５，６号機，福島第二１～４号機，柏崎刈羽１～６号機の SPDS（ERSS）伝送

項目『使用済燃料プール水位』の伝送開始に伴って読み替えをしている内容の反映。

（福島第一：別表２－８，福島第二，柏崎刈羽：別表２－９） 

 

６．その他 

記載適正化 

以 上 


